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国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
・
納
付
猶
予
申
請

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
に
よ
り
、
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
が

免
除
や
猶
予
を
申
請
で
き
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

●
免
除
申
請
＝

●
免
除
申
請
＝
申
請
者
本
人
と
そ
の

配
偶
者（
別
居
中
の
配
偶
者
を
含
む
）

な
ら
び
に
世
帯
主
の
い
ず
れ
も
前
年

所
得（
令
和
３
年
１
月
〜
12
月
ま
で

の
収
入
）な
ど
が
定
め
ら
れ
た
基
準

以
下
に
該
当
す
る
場
合
に
保
険
料
が

全
額
免
除
ま
た
は
一
部
免
除
と
な
り

ま
す
。

●
納
付
猶
予
制
度
＝

●
納
付
猶
予
制
度
＝
50
歳
未
満
の
方

で
本
人
、
配
偶
者（
別
居
中
の
配
偶

者
を
含
む
）の
前
年
所
得
な
ど
が
定

め
ら
れ
た
基
準
以
下
に
該
当
す
る
場

合
、
保
険
料
の
納
付
を
最
長
で
10
年

先
延
ば
し
に
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
一
部
免
除
の
可
能
性
が

あ
る
場
合
は
ど
ち
ら
か
を
選
択
で
き

ま
す（
猶
予
承
認
期
間
は
、
老
齢
基

礎
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ

れ
ま
す
が
、
追
納
し
な
け
れ
ば
年
金

額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
）。

免
除
・
納
付
猶
予
期
間　

令
和
４
年

７
月
分
〜
令
和
５
年
６
月
分

受
付
開
始　

７
月
１
日
㈮

申
請
場
所　

保
険
医
療
課（
市
役
所

１
階
）４
・
５
番
窓
口
、江
部
乙
支
所
、

砂
川
年
金
事
務
所
℡
52
―
２
１
４
４

申
請
に
必
要
な
も
の　

年
金
手
帳
ま

募　

集

募　

集

講
・
催

講
・
催

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

生　

活

生　

活

福　

祉

福　

祉

健　

康

健　

康

そ
の
他

そ
の
他

た
は
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
な
ど
の

個
人
番
号
が
わ
か
る
も
の
、
本
人
確

認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）、印
鑑
、

失
業
中
の
方
は
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
か
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票

の
写
し

※
所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い
場
合

は
申
告
後
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
免
除
お
よ
び
納
付
猶
予
の
申
請
は
、

継
続
申
請
で
承
認
さ
れ
た
方
を
除
い

て
原
則
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。
保

険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

老
齢
基
礎
年
金
だ
け
で
は
な
く
、
障

害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
な
ど

も
受
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
時
点
の
２
年
１
か
月
前
の
月
分

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※
学
生
の
方
は
学
生
納
付
特
例
の
納

付
猶
予
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

制
度
を
受
け
た
期
間
は
受
給
資
格
期

間
に
は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
保
険
料

を
追
納
し
な
い
と
年
金
額
に
反
映
さ

れ
ま
せ
ん
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
伴
う
免
除
等
の
臨
時
特
例
手

続
き
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
保
険
医
療
課
℡
28
―
８
０
１
６

特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の
更
新

　

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
特

定
疾
病
療
養
受
療
証
は
、
７
月
31
日

が
有
効
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。
更

新
該
当
者
に
は
、
新
た
な
受
療
証
を

送
付
し
ま
す
。

送
付
予
定
日　

７
月
20
日
㈬

問
保
険
医
療
課
℡
28
―
８
０
１
６

重
度
身
体
障
が
い
者
の

タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
助
成

　

次
の
①
〜
⑦
に
該
当
す
る
方
に
対

し
て
タ
ク
シ
ー
の
基
本
料
金
を
助
成

し
ま
す
。

対
象　

①
下
肢
ま
た
は
体
幹
機
能
障
が
い
者

（
児
）１
級
ま
た
は
２
級　

②
視
覚
障
が
い
者（
児
）１
級　

③
乳
幼
児
期
以
前
の
非
進
行
性
の
脳

病
変
に
よ
る
運
動
機
能
障
害
の
う
ち

移
動
機
能
障
が
い
者（
児
）で
１
級
ま

た
は
２
級　

④
一
上
下
肢
機
能
全
廃
者（
児
）１
級

ま
た
は
２
級　

⑤
上
肢
機
能
障
害
が
あ
り
一
下
肢
機

能
全
廃
者（
児
）で
１
級
ま
た
は
２
級

⑥
上
下
肢
機
能
障
害
が
あ
り
体
幹
の

機
能
障
害
に
よ
り
歩
行
が
困
難
な
障

が
い
者（
児
）で
１
級
ま
た
は
２
級　

⑦
内
部
障
が
い
者（
児
）１
級
で
手
帳

に
下
肢
障
害
、
体
幹
機
能
障
害
、
歩

行
困
難
の
い
ず
れ
か
の
記
載
が
あ
る

方※
た
だ
し
、
次
の
方
は
助
成
の
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。

　

令
和
４
年
度
市
民
税
が
課
税
さ
れ

て
い
る
方
、
病
院
に
入
院
ま
た
は
施

設
に
入
所
し
て
い
る
方
、
自
動
車
税

種
別
割
等
の
減
免
を
受
け
て
い
る
方
、

要
介
護
３
以
上
の
認
定
者
で
リ
フ
ト

付
き
タ
ク
シ
ー
等
利
用
料
助
成
を
受

け
て
い
る
方

申
請
に
必
要
な
も
の　

身
体
障
害
者

手
帳
、
印
鑑

受
付
開
始　

６
月
30
日
㈭

申
請
場
所　

福
祉
課（
市
役
所
１
階
）

11
番
窓
口
、
江
部
乙
支
所

問
福
祉
課
℡
28
―
８
０
２
２

重
度
心
身
障
害
者
・
ひ
と
り
親

家
庭
等
・
子
ど
も
医
療
費

受
給
者
証
の
更
新

　

現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
は
７
月

31
日
が
有
効
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

各
医
療
費
助
成
制
度
に
引
き
続
き

該
当
す
る
方
に
は
資
格
要
件
な
ど
を

確
認
し
て
有
効
期
限
ま
で
に
新
し
い

受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

　

転
入
な
ど
に
よ
り
所
得
の
確
認
が

で
き
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
所
得
照

会
に
関
す
る
同
意
書
の
提
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
７
月
中
旬
に
書
類
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
記
入
の
う
え
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
受
給
者
証
や
更

新
手
続
き
の
書
類
が
届
か
な
い
場
合

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
に
つ
い

て
　

小
学
生
は
次
の
と
お
り
世
帯
の
課

税
状
況
ご
と
に
助
成
内
容
が
異
な
り

ま
す
。
小
学
生
は
自
動
更
新
と
な
ら

な
い
た
め
、引
き
続
き
助
成
を
受
け
る

た
め
に
は
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

●
課
税
世
帯
＝

●
課
税
世
帯
＝
入
院
・
指
定
訪
問
看

護●
非
課
税
世
帯
＝

●
非
課
税
世
帯
＝
入
院
・
通
院
・
歯

科
・
調
剤
・
指
定
訪
問
看
護
な
ど

問
保
険
医
療
課
℡
28
―
８
０
１
８

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
る
傷
病
手
当
金
の

支
給
対
象
期
間
再
延
長

　

こ
れ
ま
で
、
国
民
健
康
保
険
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
中
の
方

の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
る
傷
病
手
当
金
支
給
の
適
用
期
間

は
、
令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら
令
和

４
年
６
月
30
日
ま
で
と
し
て
い
ま
し

た
が
、
９
月
30
日
ま
で
延
長
に
な
り

ま
し
た
。

　

支
給
対
象
は
今
ま
で
と
変
わ
ら
ず
、

感
染
も
し
く
は
感
染
が
疑
わ
れ
た
た

め
仕
事
の
欠
勤
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

給
与
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
受
け
取

れ
な
く
な
っ
た
方
で
す
。
詳
し
く
は

保
険
医
療
課（
市
役
所
１
階
）５
番
・
６

番
窓
口
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
保
険
医
療
課（
国
保
）℡
28
―
８
０

１
６
、（
後
期
）℡
28
―
８
０
１
８

７
月
は「
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
」強
調
月
間
で
す

　
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」は
、

す
べ
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行
の

防
止
と
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
た
ち

の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
力
を
合
わ

せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
安
全
で
安

心
な
明
る
い
地
域
社
会
を
築
こ
う
と

す
る
全
国
的
な
運
動
で
、
今
年
で
72

回
目
を
迎
え
ま
す
。

　

今
年
度
は
次
の
５
つ
の
活
動
に
取

り
組
み
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
の
立
ち
直

り
を
支
え
、
再
犯
を
防
止
す
る
こ
と

の
大
切
さ
や
、
更
生
保
護
の
活
動
に

つ
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
を
活
用

す
る
な
ど
し
て
、
広
く
周
知
し
、
理

解
を
深
め
て
も
ら
う
。

②
犯
罪
や
非
行
の
防
止
や
、
犯
罪
や

非
行
を
し
た
人
の
立
ち
直
り
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
協
力
の
方
法
が
あ
る
こ
と

を
示
し
、
多
く
の
人
に
協
力
者
と
し

て
気
軽
に
参
加
し
て
も
ら
う
。

③
保
護
司
、更
生
保
護
女
性
会
会
員
、

Ｂ
Ｂ
Ｓ
会
員
、
協
力
雇
用
主
等
の
更

生
保
護
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
な
り
手
を

増
や
す
。

④
民
間
協
力
者
と
地
方
公
共
団
体
と

国
と
の
連
携
を
強
化
し
つ
つ
、
犯
罪

や
非
行
を
し
た
人
が
、仕
事
、住
居
、

教
育
、
保
健
医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス

な
ど
に
関
し
必
要
な
支
援
を
受
け
や

す
く
す
る
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

つ
く
る
。

⑤
犯
罪
や
非
行
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
、

若
い
人
た
ち
の
健
や
か
な
成
長
を
期

す
る
。

問
福
祉
課
℡
28
―
８
０
２
４

料
理
教
室

◆
大
人
の
た
め
の
健
康
ご
は
ん
教
室

◆
大
人
の
た
め
の
健
康
ご
は
ん
教
室

日
時　

７
月
８
日
㈮　

18
時
〜
19
時

30
分

内
容　

健
康
の
た
め
に
食
事
に
気
を

つ
け
た
い
方
、料
理
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー

を
増
や
し
た
い
方
な
ど
気
軽
に
参
加

で
き
る
料
理
教
室
で
す
。
今
回
は
夏

の
疲
労
回
復
メ
ニ
ュ
ー
を
作
り
ま
す
。

対
象　

市
民

申
込
期
限　

７
月
６
日
㈬

◆
料
理
づ
く
り
の
つ
ど
い

◆
料
理
づ
く
り
の
つ
ど
い

日
時　

７
月
29
日
㈮　

10
時
〜
12
時

内
容　

体
の
調
子
を
整
え
る
ビ
タ
ミ

ン
や
、
体
温
調
整
に
関
わ
る
ミ
ネ
ラ

ル
が
豊
富
な
夏
野
菜
を
使
っ
た
料
理

を
作
り
ま
す
。

対
象　

65
歳
以
上
の
市
民

申
込
期
限　

７
月
27
日
㈬

【
共
通
事
項
】

【
共
通
事
項
】

場
所　

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

定
員　

９
人

参
加
料　

３
０
０
円

持
ち
物　

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、
飲

み
物
、
筆
記
用
具

申
込
方
法　

保
健
セ
ン
タ
ー
窓
口
ま

た
は
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
健
康
づ
く
り
課
℡
24
―
５
２
５
６

夏
休
み
歯
科
相
談

　

お
子
さ
ん
の
歯
や
お
口
の
こ
と
で

気
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　

７
月
27
日
㈬
、
８
月
８
日
㈪

９
時
30
分
〜
16
時
30
分（
要
予
約
）

場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

内
容　

歯
科
相
談
、歯
み
が
き
指
導
、

フ
ッ
素
塗
布（
希
望
者
５
２
０
円
）

対
象　

市
内
在
住
の
４
歳
〜
小
学
生

申
込
期
限　

７
月
20
日
㈬

申
込
方
法　

窓
口
ま
た
は
電
話
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
保
健
セ
ン
タ
ー
℡
24
―
５
２
５
６

は
じ
め
て
教
室

　

離
乳
食
や
歯
磨
き
の
仕
方
な
ど「
は

じ
め
て
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
」こ
と

を
一
緒
に
解
決
し
ま
せ
ん
か
。

日
時　

７
月
１
日
㈮
、８
月
９
日
㈫
、

９
月
21
日
㈬　

10
時
〜
10
時
45
分

場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

内
容　

栄
養
士
に
よ
る
簡
単
離
乳
食

の
作
り
方
や
２
回
食
へ
の
進
め
方
な

ど
の
お
話
、
歯
科
衛
生
士
に
よ
る
歯

科
相
談
、
む
し
歯
に
し
な
い
た
め
の

コ
ツ
や
口
の
中
の
見
方
、
歯
磨
き
の

始
め
方
な
ど
、
参
加
者
の
食
や
歯
に

関
す
る
疑
問
・
質
問
に
お
答
え
し
ま
す
。

対
象　

令
和
３
年
12
月
〜
令
和
４
年

３
月
生
ま
れ
の
赤
ち
ゃ
ん
と
保
護
者

※
歯
が
生
え
て
い
な
く
て
も
参
加
で

き
ま
す
。

持
ち
物　

母
子
健
康
手
帳

申
込
方
法　

前
日
ま
で
に
窓
口
ま
た

は
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
保
健
セ
ン
タ
ー
℡
24
―
５
２
５
６

滝
川
市
職
員
等
の
公
正
な

　

職
務
の
執
行
の
確
保
に

関
す
る
条
例
の
運
用
状
況

　

本
条
例
で
は
職
員
が
不
当
要
求
行

為
を
受
け
た
場
合
の
組
織
的
対
応
や
、

市
役
所
内
部
の
不
正
行
為
に
つ
い
て

職
員
等
が
内
部
通
報
を
行
う
た
め
の

「
公
益
目
的
通
報
制
度
」な
ど
を
定
め

て
い
ま
す
。

令
和
３
年
度
の
運
用
状
況

〇
不
当
要
求
行
為　

０
件

〇
公
益
目
的
通
報　

０
件

問
防
災
危
機
対
策
課
℡
28
―
８
０
０

３「
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
」と

「
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
」が

発
売
さ
れ
ま
す

　

こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
市
町
村

の
明
る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に

使
わ
れ
ま
す
。

●
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ（
当
選

●
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ（
当
選

本
数
は
発
売
総
額
７
２
０
億
円
・

本
数
は
発
売
総
額
７
２
０
億
円
・
2424

ユ
ニ
ッ
ト
の
場
合
）

ユ
ニ
ッ
ト
の
場
合
）

○
１
等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て
７
億
円

１
等　
　
　
　
　
　

５
億
円
×
24
本

前
後
賞
各　
　
　
　

１
億
円
×
48
本

●
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ（
当
選
本

●
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ（
当
選
本

数
は
発
売
総
額
２
１
０
億
円
・
７
ユ

数
は
発
売
総
額
２
１
０
億
円
・
７
ユ

ニ
ッ
ト
の
場
合
）

ニ
ッ
ト
の
場
合
）

１
等　
　
　

３
、０
０
０
万
円
×
28
本

※
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
は
、
Ｐ
Ｃ
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
も
購
入
で
き
ま

す
。

発
売
期
間　

７
月
５
日
㈫
〜
８
月
５

日
㈮

抽
せ
ん
日　

８
月
17
日
㈬

問
財
政
課
℡
28
―
８
０
０
８

クーちゃん

滝
西
祭
の
一
般
公
開
の

中
止
に
つ
い
て

　

７
月
７
日
㈭
、
８
日
㈮
に
開
催
の

滝
西
祭
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
防
止
の
た
め
一
般
公
開
は

行
い
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問
滝
川
西
高
等
学
校
℡
24
―
７
３
４

１

今
月
納
期
の
税
・
料
金

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

（
２
期
分
）

国
民
健
康
保
険
税（
２
期
分
）

介
護
保
険
料（
２
期
分
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（２

期
分
）

問
税
務
課
℡
28
―
８
０
２
１

募　

集

募　

集

講
・
催

講
・
催

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

生　

活

生　

活

福　

祉

福　

祉

健　

康

健　

康

そ
の
他

そ
の
他


